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参照：厚生労働省ＨＰ：はじめての雇用調整助成金（5月22日掲載）



2

参照：厚生労働省ＨＰ：はじめての雇用調整助成金（5月22日掲載）



3

◆小規模事業主の支給申請

雇用調整助成金の手続きは2段階で書類を提出する必要がありま
す。
今回、計画届と支給申請書の同時提出が認めらました。
更に令和2年5月19日から計画届の提出が不要になり、計画届時
に提出する書類は支給申請に添付して提出することになりました。

※全ての事業主は、計画届の提出が不要になりました。
※小規模事業主は、休業の労使協定の提出も不要になりました。
※小規模事業主は、雇用条件書等の提出も不要になりました。

参照：厚生労働省ＨＰ： 雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）５月２２日現在 雇用調整助成金ＦＡＱ５月１１日現在



参照：厚生労働省ＨＰ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

◎従前の申請様式から、小規模事業主の申請様
式は見直し後、更に簡素化されました

◇申請手続き
●小規模事業主の方は令和2年5月19日発表の「雇用調整助成金
の様式ダウンロード（緊急特例期間用）（令和2年5月19日）
【小規模事業主用】」をご覧ください。
・雇用調整助成金支給申請マニュアル（休業） （5月19日現在版）
・雇用調整助成金支給申請マニュアル（訓練）（5月19日現在版）
・緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル（5月19日現在版）
を参照してください

・手続きの詳しいご案内は雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）（5月
22日現在版）をご覧ください。

・よくあるお問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ（5月29日
現在版）」[PDF形式:462KB]を作成しましたので、ぜひご覧ください。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000631541.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000631542.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000631543.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000633345.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf


書類名 備考

① 様式小第3号 支給要件確認申立書

② 様式小第1号 （休業等）支給申請書

様式小第1号（別紙）助成率確認票

③ 様式小第２号 実績一覧表 締日毎
1ヶ月毎作成

④ 比較した月の売上がわかる書類 売上簿等※休業
した月と1年前
の同じ月の2月分

⑤ 休業させた日や時間がわかる書
類

タイムカード、出勤
簿、シフト表等

⑥ 休業手当や賃金の額がわかる書
類

給与明細の写しや
控え、賃金台帳

⑦ （役員がいる場合）役員名簿

※ 振込間違いを防ぐため、通帳のコピー（口座番号やフリ
ガナの確認できる部分）を添付してください（2回目以降
は提出不要です）
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◎小規模事業主の支給申請に必要な書類（休業）

参照：厚生労働省ＨＰ：雇用調整助成金支給申請マニュアル

•雇用調整助成金支給申請マニュアル～休業編～

•[PDF:520KB]（5月19日現在版）

•雇用調整助成金を申請する際には、
このマニュアルを参考にしながら、

提出書類の作成を進めてください。

作成順序

1

2

3

4

最
後
に

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631528.pdf
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◎小規模事業主は休業協定関係書類の提出が必
要なくなりましたが、休業の労使協定は重要です

◎休業協定書には １.休業実施予定期間・日数 ２.休業時間数
３.休業の対象労働者の範囲・人数 ４.休業手当の算定基準を
定めたものとなっています。
４の休業手当の算定基準は、下記の（1）から（2）の平均賃金の
（1）３か月間の賃金の総額 ÷ ３か月間の歴日数
（2）月額÷所定労働日数
６０～１００％の範囲内で休業手当を決めて協定を締結してください

労働組合がある場合は、労働組合員名簿を提出してください。
労働組合が無い場合は②労働者代表選任書（届）が必要です。

この際、ハローワークが確認したいことは、労使協定を署名した労
働者（代表）が、労働者の過半数代表であるかどうかです。

その為、③労働者名簿及び提出義務はありませんが④委任状も用
意しておいてください。
直近1カ月の売上高、生産量などが対前年度比で5%以上低下して
いることがわかる生産指標確認書類の提出は必要です。

参照：愛知ＨＰ：雇用調整金 様式見本（参考様式）
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120159/_120160.html

④ 比較した月がわかる書類
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参照：愛知ＨＰ：雇用調整金 様式見本（参考様式）

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121796/_120129/_120163/_120159/_120160.html

◎休業協定関係書類（休業手当の算定基準に注意）
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令和2年5月6日（水）報道発表：雇用調整助成金
の申請手続きが更なる簡素化されました。

雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするととも
に、迅速な支給につなげます。

その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。
＜助成額の算定方法の簡略化＞

雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏ま
え、以下の簡略化を図ることとします。
１．小規模の事業主（概ね従業員20人以下）については、「実際の休

業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」＝「助成額」とします。
２．小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際

に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付
書を用いて１人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人
員」の数を活用し、1人当たり平均賃金（「支給額」÷「人員」）を算出し
ます。
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の１か月をもとに算定でき

ることとします。
【参考：現行の「平均賃金額」の算定方法】

平均賃金額 ＝ Ａ÷Ｂ÷Ｃ

Ａ：労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
Ｂ：前年度における「月平均被保険者数」
Ｃ：前年度における「年間所定労働日数」（１人当たり）

※現行では、Ａは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料
算定基礎額」、Ｂは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用
いることとしています。

なお、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての
方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、詳細に
ついては、後日発表しますので、お問い合わせは、もうしばらくお待
ち下さい。
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◎支給申請の作成順序（ 様式特第2号）1
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◎支給申請の作成順序（ 様式特第1号別紙）2
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◎支給申請の作成順序（ 様式特第1号）3
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◎支給申請の作成順序（ 様式特第3号）4
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